
規

則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

大
規
模
小
売
店
舗
に
係
る
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
予
定
通
知
の
掲
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

開
発
行
為
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
規

則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
九
十
一
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
の
一
の
１
の
㈢
中
「
設
置
費
」
の
下
に
「
（
法
第
四
条
第
二
項
の
避
難
所
に
つ
い
て
は
、
災
害

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
な
る
知
事
が
別
に
定
め
る
経
費
）
」
を
加
え
、
同
表
の

一
の
１
の
㈥
中
「
避
難
所
」
を
「
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
避
難
所
」
に
、
「
す
る
」
を
「
し
、
同
条
第

二
項
の
避
難
所
を
開
設
で
き
る
期
間
は
、
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
を
開
始
し
た
日
か
ら
、
知

事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
㈢
中
「
一
箇
月
以
内
」
を
「
三
箇
月
以

内
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
災
害
対
策
本
部
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
あ
つ
て
は
、
六
箇
月
以
内
）
」
に
改

め
、
同
表
の
十
二
の
㈠
の
⑴
中
「
被
災
者
」
の
下
に
「
（
法
第
四
条
第
二
項
の
救
助
に
あ
つ
て
は
避
難

者
）
」
を
加
え
る
。

第
一
号
様
式
の
一
、
第
五
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」

を
削
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
表
第
一
の
規
定
（
同
表
の

六
の
㈢
の
規
定
を
除
く
。
）
は
令
和
三
年
五
月
二
十
日
か
ら
、
同
表
の
六
の
㈢
の
規
定
は
同
年
六
月
十
八
日

か
ら
適
用
す
る
。

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

仮
称

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
し
ま
む
ら
・
バ
ー
ス
デ
イ
宇
佐
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル
店

宇
佐
市
大
字
上
田
字
寺
ノ
前
百
九
十
二
―
一
・
百
九
十
二
―
二
・
百
九
十
三
―
一

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役

鈴

木

誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
百
二
番
一
号

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

株
式
会
社
し
ま
む
ら

目

次

令

和

三

年

（ 火 曜 日 ）

第

二

五

八

号

十

一

月

九

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
十
一
月
九
日

一

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

代
表
取
締
役

鈴

木

誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
百
二
番
一
号

３

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
四
年
九
月
十
四
日

４

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
二
百
三
十
九
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

５

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
車
場
№
一

建
物
西
側

七
十
八
台

駐
車
場
№
二

建
物
北
側

六
十
四
台

合
計

百
四
十
二
台

㈡

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

駐
輪
場
№
一

建
物
正
面
西
側

十
四
台

駐
輪
場
№
二

建
物
正
面
西
側

十
四
台

合
計

二
十
八
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

荷
捌
き
施
設
№
一

建
物
北
側

二
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
捌
き
施
設
№
二

建
物
南
側

二
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

五
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

廃
棄
物
保
管
施
設
№
一

建
物
内
北
側

十
四
・
六
四
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
施
設
№
二

建
物
内
南
側

十
一
・
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

二
十
六
・
三
九
立
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
八
時
十
五
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

駐
車
場
№
一

店
舗
敷
地
西
側

二
箇
所

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
二
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

２

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
九
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
九
日
ま
で

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
三

月
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏

名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ス
モ
タ
ウ
ン

フ
リ
ー
モ
ー
ル
佐
伯
（
Ｂ
区
画
）

佐
伯
市
鶴
岡
西
町
二
丁
目
百
九
十
七
番

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
井
住
友
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
＆
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

橘

正

喜

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

二

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
三
年
十
一
月
九
日



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
明
屋
書
店

代
表
取
締
役

酒

井

修

愛
媛
県
松
山
市
湊
町
四
丁
目
一
番
地
十
九

外
三
者

変
更
後

株
式
会
社
明
屋
書
店

代
表
取
締
役

星

野

幸

弘

愛
媛
県
松
山
市
湊
町
四
丁
目
一
番
地
十
九

外
三
者

４

変
更
の
年
月
日

令
和
元
年
三
月
四
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
十
月
十
八
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
九
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
九
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
三

月
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏

名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ス
モ
タ
ウ
ン

フ
リ
ー
モ
ー
ル
佐
伯
（
Ｄ
区
画
）

佐
伯
市
鶴
岡
西
町
二
丁
目
百
八
十
一
番

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
井
住
友
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
＆
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

橘

正

喜

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

北

原

久

巳

東
京
都
杉
並
区
梅
里
一
丁
目
七
番
七
号

外
三
者

変
更
後

株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

坂

下

和

志

東
京
都
杉
並
区
梅
里
一
丁
目
七
番
七
号

外
三
者

４

変
更
の
年
月
日

令
和
三
年
五
月
十
九
日
外

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
十
月
十
八
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
九
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
九
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
三

月
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏

名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

令
和
三
年
十
一
月
九
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）
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〰

事

業

名

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整

備
事
業
（
区
画
整
理
）

久
住
地
区

令
三
・
一
一
・

九
か
ら

令
三
・
一
一
・
二
九
ま
で

竹
田
市
役
所

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ス
モ
タ
ウ
ン

フ
リ
ー
モ
ー
ル
佐
伯
（
Ｅ
区
画
）

佐
伯
市
鶴
岡
西
町
二
丁
目
百
二
十
二
番

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
井
住
友
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
＆
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

橘

正

喜

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役

鈴

木

誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号

外
七
者

変
更
後

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役

鈴

木

誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
百
二
番
一
号

外
七
者

４

変
更
の
年
月
日

令
和
三
年
一
月
二
十
四
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
十
月
十
八
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
九
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
九
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
三

月
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏

名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
公

告

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林

予
定
森
林
の
所
在
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

四

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
三
年
十
一
月
九
日



所

在

の

不

分

明

な

者

の

氏

名

掲

示

場

所

工
藤

茂
、
工
藤

斧
三
郎

由
布
市
役
所
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〰
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令
和
三
年
十
一
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

二

通
知
の
要
旨

令
和
三
年
十
月
十
二
日
付
け
大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号
に
よ
り
行
っ
た
森
林
法
第
三
十
条
の
規
定

に
よ
る
通
知

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
津
市
大
字
永
添
字
市
木
百
九
十
九
番
一
、
二
百
一
番
二
、
二
百
二
番
七
及
び
二
百
七
番
二
並
び
に
百

九
十
九
番
一
及
び
二
百
一
番
二
の
各
地
先
里
道

二

開
発
区
域
の
面
積

三
千
八
百
五
十
六
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

福
岡
県
朝
倉
市
一
ツ
木
千
百
四
十
八
番
地
の
一

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ

代
表
取
締
役

森

竜

馬

四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
三
年
十
月
二
十
一
日

令
和
三
年
十
一
月
九
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）


